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31010168 - 防衛省共済組合

保険者番号

組合名称

組合員数（令和6年4月1日 現在) 261,134名

男性87.8%（平均年齢37.7歳）*

女性12.2%（平均年齢34.6歳）*

加入者数（令和6年4月1日 現在) 537,450名

支部数 243支部

全体 組合員 被扶養者

特定健康診査実施率（令和4年度) 65.1% 85.8% 17.4%

特定保健指導実施率（令和4年度) 20.5% 21.0% 4.3%

　（注）記載要領参照

31010168

防衛省共済組合
共済組合の現況

STEP１-１ 基本情報 「全健保組合共通様式」
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(万人)

男性組合員 男性被扶養者 女性組合員 女性被扶養者

組合員のうち、男性が９割弱である。

支部数は、243で全国に所在している。

防衛省共済組合は、防衛省、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構及び

防衛省共済組合の職員で構成されており、組合員261,134人、被扶養者276,316

人を擁する。

全国に17の統括支部及び243の支部を有し、組合員及び被扶養者の居住地は47

都道府県すべてに分布している。
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31010168 - 防衛省共済組合

8,3 11,1 12,2 14,7 21,0 22,0 23,0 24,0 26 29

資格
対象
支部

性別
対象
者

1
特定健康診査
（組合員）

【目的】特定保健指導対象者の抽出、加入者
の健康維持
【概要】事業主が行う定期健診とあわせて共同
実施。メタボリックシンドロームに注目した健康状
況の把握及びリスクがある者の選別。

組合員 全て 男女 40 ～ 74 全員 ―

1
特定健康診査
（任継組合員・被
扶養者）

【目的】特定保健指導対象者の抽出、加入者
の健康維持
【概要】メタボリックシンドロームに注目した健康
状況及びリスクがある者の選別。婦人科検診と
の同時実施や居住地域での巡回型の健診を導
入

被扶養者 全て 男女 40 ～ 74 全員 ―

1
巡回健診（特定
健診）の受診勧
奨通知

【目的】特定健診の受診促進
【概要】被扶養者の特定健診対象者の自宅に
受診勧奨のダイレクトメールを送付

被扶養者 全て 男女 40 ～ 74
基準
該当
者

―

特
定
保
健
指
導

事
業

3 特定保健事業

【目的】生活習慣病リスク保有者の生活習慣、
健康状態の改善
【概要】メタボリックシンドロームの減少を目的に
保健指導を実施

組合員
任継組合

員
被扶養者

全て 男女 40 ～ 74
基準
該当
者

―

4 機関紙の発行
【目的】情報発信、健康意識の醸成
【概要】機関紙（組合の運営、収支、保健事
業、健康情報等）の発行

組合員
被扶養者

全て 男女 0 ～ 74 全員 25,060 ―

4
後発医薬品の差
額通知

【目的】後発医薬品の使用促進、調剤医療費
の削減
【概要】100円以上の削減効果が期待できる先
発医薬品利用者に対し、差額通知を送付

組合員
任継組合

員
被扶養者

全て 男女 0 ～ 74
基準
該当
者

2,450 ―

1
人間ドック、脳ドッ
ク、肺ドック、PET

【目的】健康状態の確認、疾病の早期発見・早
期治療
【概要】費用の一部補助

組合員
任継組合

員
被扶養者

全て 男女 15 ～ 74 全員 99,809 ―

1 婦人科検診
【目的】婦人科疾患の早期発見・早期治療
【概要】費用の一部補助

組合員
任継組合

員
被扶養者

全て 女性 16 ～ 74 全員 92,176 ―

1 生活習慣病健診
【目的】疾病の早期発見・早期治療
【概要】費用の一部補助

組合員
任継組合

員
被扶養者

全て 男女 35 ～ 74 全員 22,684 ―

保
健
指
導
宣
伝

令和５年度実績
2,777人

特
定
健
康
診
査
事
業

令和５年度実績
7,622人

年１回
のべ21,000人に送付

令和５年度実績
5,837人

注2)
評価年齢

対象者 事業費
(千円)

振り返り

令和５年度実績
対象者数:28,089人
終了者数:7,710人
　 実施率:27.4％

年４回発行
発行部数　約265,000部/回
（さぽーと21作成・梱包・発送）

勤務地における開催
共済組合支部⾧等会議における制
度説明

組合員に配布

実施状況・時期 成功・推進要因

共済組合の取組

予算
科目

注１】

事業
分類

事業名 事業の目的および概要
課題及び阻害要因

特定保健指導の実施率の向上

被扶養者に対する情報提供

令和５年度実績
対象者数:114,979人
実施者数:107,722人
 実 施 率:93.7％

勤務場所における開催
共済組合支部⾧会議等における制
度の説明
ホームページ、厚生ニュース等にて周
知

組合員の特定健康診査の実施率
の向上
健診結果の提出の徹底

令和５年度実績
対象者数:53,054人
実施者数:12,106人
　 実施率:22.8％

利用案内を自宅へ直送
婦人科検診との同時実施
巡回健診の実施

被扶養者の特定健康診査の実施
率の向上

被扶養者の自宅に年２回送付
利用案内を直接被扶養者の自宅
へ送付

被扶養者の特定健康診査の実施
率の向上

利用者の固定化事業のPR

事業のPR 利用者の固定化

事業のPR
利用者の固定化

357,460

組合員に配布 趣旨・目的のPR

STEP１-２ 保健事業の実施状況
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31010168 - 防衛省共済組合

STEP１-２ 保健事業の実施状況

5 相談事業

【目的】悩みの解決・精神疾患の防止
【概要】専門業者に部外委託することにより、24
時間体制で心の悩み、健康に関する相談を受
付

組合員
任継組合

員
被扶養者

全て 男女 0 ～ 74 全員 14,300 ―

7
インフルエンザ予防
接種助成

【目的】被扶養者の罹患阻止及び重症化防止
【概要】費用の一部助成

被扶養者 全て 男女 0 ～ 74 全員 79,293 ―

7
アウトソーシングに
よるスポーツジムの
利用助成

【目的】組合員等の健康増進やリフレッシュ
【概要】費用の一部助成

組合員
任継組合

員
被扶養者

全て 男女 0 ～ 74 全員 - ―

7
狛江スポーツセン
ターの運営

【目的】組合員等の健康増進やリフレッシュ
【概要】ゴルフ、テニス、野球施設の提供

組合員
任継組合

員
被扶養者

全て 男女 0 ～ 74 全員 ー ―

　注１）　１．健康診査 　　２．健康診査後の通知　　３．保健指導　　４．健康教育　　５．健康相談　　６．訪問指導　　７．その他
　注２）　１:３９％以下　　２:４０％以上　　３:６０％以上　　４:８０％以上　　５:１００％以上

令和５年度実績
5,519人

事業のPR 利用者の固定化
疾
病
予
防

支部の取組

事業名 事業の目的および概要

令和５年度実績
53,247人

共同
実施資格 性別 年齢

対象者

事業のPR 利用者の固定化

課題及び阻害要因

振り返り

成功・推進要因実施状況・時期

令和５年度実績
64,318人

ー －

令和５年度実績
ゴルフ　1,096人
テニス　7,524人
野球　1,950人

－ －
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31010168 - 防衛省共済組合

<令和4年度>

第三期特定健診等実施計画書による令和４年度特定保健指導の目標実施率は４５％である。実施率は４．３％で目標まで４０．７ポイントである。令和４年度特定保健

指導の実施率における全組合集計と比較すると、全組合の実施率が９．５％のところ、当組合は４．３％（-５．２％）である。
エ．

第三期特定健診等実施計画による令和４年度特定保健指導の目標実施率は４５％である。実施率は２１．０％で目標まで２４．０ポイントである。令和４年度特定保健

指導の実施率における全組合集計と比較すると、全組合の実施率が２４．８％のところ、当組合は２１．０％（-３．８％）である。
ウ．

第三期特定健診等実施計画書による令和４年度特定健診の目標実施率は組合員１００％、被扶養者７１％である。実施率は８５．８％で目標まで１４．２ポイント、被扶

養者１７．４％で目標まで５３．６ポイントである。

令和４年度特定健診の実施率における全組合集計と比較すると、組合員については、全組合の実施率が８５．６％のところ、当組合は８５．８％（+０．２％）、被扶養者

については、全組合の実施率が３３．５％のところ、当組合は１７．４％（-１６．１）である。

ア．

イ．

STEP１-３ 特定健診・特定保健指導の実施状況等

52.3%

67.0%

80.0%

86.6%

87.6%

88.2%

83.4%

85.6%

53.3%

50.1%

69.1%

73.8%

86.5%

88.8%

85.4%

85.8%

0.0% 50.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

自組合 全組合集計

【特定健診の実施率】

24.7%

34.4%

40.3%

40.0%

35.2%

31.8%

26.5%

33.5%

6.4%

6.8%

17.9%

22.5%

21.0%

19.0%

13.2%

17.4%

0.0% 50.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

自組合 全組合集計

ア．（組合員） イ．（被扶養者）

【特定保健指導の実施率】

ウ①．（組合員） エ①．（被扶養者）

16.9%

13.8%

18.8%

25.9%

23.9%

25.7%

26.5%

24.8%

0.0%

15.4%

9.8%

13.7%

18.9%

21.7%

23.7%

21.0%

0.0% 50.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

自組合 全組合集計

16.2%

15.1%

10.0%

8.7%

8.8%

9.3%

10.0%

9.5%

0.0%

0.0%

15.4%

0.0%

3.6%

5.5%

4.2%

4.3%

0.0% 50.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

自組合 全組合集計
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31010168 - 防衛省共済組合

<令和4年度>

被扶養者について令和４年度特定保健指導の実施率における全組合集計との比較は次のとおりである。

・積極的支援 ：全組合の実施率が８．３％のところ、当組合は２．６％（-５．７％）である。

・動機付け支援 ：全組合の実施率が１０．０％のところ、当組合は４．９％（-５．１％）である。
エ．

組合員について令和４年度特定保健指導の実施率における全組合集計との比較は次のとおりである。

・積極的支援 ：全組合の実施率が２１．９％のところ、当組合は１８．０％（-３．９％）である。

・動機付け支援 ：全組合の実施率が２８．１％のところ、当組合は２５．１％（-３．０％）である。
ウ．

STEP１-３ 特定健診・特定保健指導の実施状況等

17.2%

23.1%

20.9%

22.3%

23.7%

21.9%

10.1%

11.3%

15.7%

18.7%

21.0%

18.0%

0.0% 50.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

自組合 全組合集計

【特定保健指導の実施率・積極的支援】

9.0%

7.3%

8.2%

8.8%

9.3%

8.3%

25.0%

0.0%

0.0%

3.0%

5.7%

2.6%

0.0% 50.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

自組合 全組合集計

ウ②．（組合員） エ②．（被扶養者）

【特定保健指導の実施率・動機づけ支援】

ウ③．（組合員） エ③．（被扶養者）

16.9%

13.8%

20.8%

29.5%

27.9%

29.4%

29.4%

28.1%

0.0%

15.4%

9.2%

17.4%

23.9%

25.8%

27.0%

25.1%

0.0% 50.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

自組合 全組合集計

16.2%

15.1%

10.7%

9.4%

9.1%

9.5%

10.2%

10.0%

0.0%

0.0%

11.1%

0.0%

5.3%

6.3%

3.7%

4.9%

0.0% 50.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

自組合 全組合集計
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31010168 - 防衛省共済組合

<令和4年度>STEP１-３ 特定健診・特定保健指導の実施状況等

令和４年度特定保健指導対象者の減少率における全組合集計との比較は次のとおりである。

・全体 ：全組合の減少率が２２．８％のところ、当組合は２２．６％（-０．２％）である。

・組合員 ：全組合の減少率が２２．７％のところ、当組合は２２．６％（-０．１％）である。

・被扶養者 ：全組合の減少率が２６．０％のところ、当組合は２３．６％（-２．４％）である。

カ．

令和４年度メタボ該当率の減少率における全組合集計との比較は次のとおりである。

・全体 ：全組合の減少率が２８．７％のところ、当組合は３６．０％（+７．３％）である。

・組合員 ：全組合の減少率が２８．６％のところ、当組合は３６．０％（+７．４％）である。

・被扶養者 ：全組合の減少率が３２．８％のところ、当組合は３６．２％（+３．４％）である。

オ．

オ．メタボ該当率の減少率＿組合員・被扶養者

カ．特定保健指導対象者の減少率＿組合員・被扶養者
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31010168 - 防衛省共済組合

<令和5年度受診分>

組合員一人当たりの医療費の傾向は次のとおりである。

①組合員（男性）：新生物が最も高く１９，６８１円、次いで循環器系疾患、消化器系疾患である。新生物、消化器系疾患は全組合を上回り、循環器系疾患は全組合集計を下回る。

②組合員（女性）：新生物が最も高く２０，１２９円、次いで腎尿路生殖器系疾患、筋骨格系・結合組織疾患である。筋骨格系・結合組織疾患は全組合を上回り、新生物、腎尿路生殖器系疾患は全組合集計を下回る。

③組合員（男女）：新生物が最も高く１９，８３０円、次いで循環器系疾患、消化器系疾患である。いずれの項目においても全組合集計を上回る。
キ．

STEP１-４ 一人当たり医療費（疾病大分類－１）

キ①．疾病大分類別一人当たり医療費＿組合員・男性

19681

16360

12132

10058

9861

8078

7485

5834

5612

5254

4849

4433

3987

2879
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1372

809

707

260
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0

0
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16540

11240

9939

8454

8125

6495

6783

6186

5766

4501

5095

3411

2992

3400

1308

742

789

274

369
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02:新 生 物

09:循環器系疾患

11:消化器系疾患

04:内分泌・栄養・代謝疾患

14:腎尿路生殖器系疾患

10:呼吸器系疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

06:神経系疾患

07:眼・付属器疾患

22:重症急性呼吸器症候群など

05:精神・行動障害

19:損傷・中毒・外因性

12:皮膚・皮下組織疾患

01:感染症・寄生虫症

03:血液・造血器・免疫障害

18:他に分類されないもの

88:ワープロ病名等

08:耳・乳様突起疾患

17:先天奇形変形・染色体異常

21:健康影響・保健サービス

15:妊娠・分娩・産じょく

16:周産期発生病態

自組合 全組合集計

円
20129

10652

8426

7510

7426

6695

6278

5785

5279

5231

5214

5175

3275

3152

2121

1495

972

869

519

257

148

30

22735

15075

8788

8818

6367

7510

7976

6560

4057

5737

4313

7284

3876

4708

2228

1961

1075

1140

1872

225

256

42
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02:新 生 物

14:腎尿路生殖器系疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

10:呼吸器系疾患

09:循環器系疾患

04:内分泌・栄養・代謝疾患

11:消化器系疾患

22:重症急性呼吸器症候群など

19:損傷・中毒・外因性

07:眼・付属器疾患

05:精神・行動障害

15:妊娠・分娩・産じょく

12:皮膚・皮下組織疾患

06:神経系疾患

01:感染症・寄生虫症

18:他に分類されないもの

08:耳・乳様突起疾患

88:ワープロ病名等

03:血液・造血器・免疫障害

21:健康影響・保健サービス

17:先天奇形変形・染色体異常

16:周産期発生病態

自組合 全組合集計

キ②．疾病大分類別一人当たり医療費＿組合員・女性

19830

13392

10187

10124

8941

7889

7797

5485

5431

4971

4943

4714

3750

2627

1719

1413

1213

829

795

223

203

10

19416

12003

9784

11407

8855

8434

7518

5986

6120

4417

5858

4632

3618

2651

3249

1599

2719

920

916

266

305

19

0 10000 20000

02:新 生 物

09:循環器系疾患

11:消化器系疾患

14:腎尿路生殖器系疾患

04:内分泌・栄養・代謝疾患

10:呼吸器系疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

07:眼・付属器疾患

22:重症急性呼吸器症候群など

05:精神・行動障害

06:神経系疾患

19:損傷・中毒・外因性

12:皮膚・皮下組織疾患

01:感染症・寄生虫症

15:妊娠・分娩・産じょく

18:他に分類されないもの

03:血液・造血器・免疫障害

88:ワープロ病名等

08:耳・乳様突起疾患

17:先天奇形変形・染色体異常

21:健康影響・保健サービス

16:周産期発生病態

自組合 全組合集計

キ③．疾病大分類別一人当たり医療費＿組合員・男女計

円 円
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31010168 - 防衛省共済組合

<令和5年度受診分>

被扶養者一人当たりの医療費の傾向は次のとおりである。

④被扶養者（男性）：呼吸器系疾患が最も多く２５，６８９円、次いで重症急性呼吸器症候群、損傷・中毒・外因性である。いずれの項目においても全組合集計を上回る。

⑤被扶養者（女性）呼吸器系疾患が最も多く１６，３３２円、次いで重症急性呼吸器症候群、新生物である。呼吸器系疾患、重症急性呼吸器症候群は全組合集計を上回り、新生物は全組合集計を下回る。

⑥被扶養者（男女）呼吸器系疾患が最も多く１９，７５１円、次いで重症急性呼吸器症候群、新生物である。呼吸器系疾患、重症急性呼吸器症候群は全組合集計を上回り、新生物は全組合集計を下回る。

キ．

STEP１-４ 一人当たり医療費（疾病大分類－２）

キ④．疾病大分類別一人当たり医療費＿被扶養者・男性

25689

19598

8603

6457

5784

4653

4634

4259

3734

3646

3397

3211

3161

2844

2819

2583

2135

2075

1739

1465

48

0

23818

18048

7821

6558

5096

5383

5504

3700

3678

4053

3334

3819

2974

2418

2792

3132

2768

2929

2202

1380

121

2

0 10000 20000 30000

10:呼吸器系疾患

22:重症急性呼吸器症候群など

19:損傷・中毒・外因性

12:皮膚・皮下組織疾患

06:神経系疾患

05:精神・行動障害

04:内分泌・栄養・代謝疾患

17:先天奇形変形・染色体異常

13:筋骨格系・結合組織疾患

07:眼・付属器疾患

01:感染症・寄生虫症

11:消化器系疾患

88:ワープロ病名等

16:周産期発生病態

08:耳・乳様突起疾患

09:循環器系疾患

03:血液・造血器・免疫障害

02:新 生 物

14:腎尿路生殖器系疾患

18:他に分類されないもの

21:健康影響・保健サービス

15:妊娠・分娩・産じょく

自組合 全組合集計

円
16332

12332

12206

7728

5781

5383

5219

5217

5070

4904

4881

4506

4378

4133

2725

2012

1825

1756

1714

1574

1178

155

15457

11470

15186

7578

7388

6707

3788

5907

6401

5173

5210

5222

5377

5468

2793

2095

1914

1924

1384

1594

1304

197
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10:呼吸器系疾患

22:重症急性呼吸器症候群など

02:新 生 物

14:腎尿路生殖器系疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

04:内分泌・栄養・代謝疾患

15:妊娠・分娩・産じょく

11:消化器系疾患

09:循環器系疾患

12:皮膚・皮下組織疾患

19:損傷・中毒・外因性

06:神経系疾患

05:精神・行動障害

07:眼・付属器疾患

01:感染症・寄生虫症

88:ワープロ病名等

08:耳・乳様突起疾患

18:他に分類されないもの

16:周産期発生病態

17:先天奇形変形・染色体異常

03:血液・造血器・免疫障害

21:健康影響・保健サービス

自組合 全組合集計

キ⑤．疾病大分類別一人当たり医療費＿被扶養者・女性

19751

14987

8504

6241

5539

5471

5109

5033

4973

4484

4479

4161

3955

3312

2971

2555

2432

2188

2127

1649

1528

116

18549

13903

10654

6175

5590

5685

6262

6016

5176

5135

5379

5192

4945

2388

2993

2373

2420

2239

1766

1723

1845

169

0 10000 20000

10:呼吸器系疾患

22:重症急性呼吸器症候群など

02:新 生 物

19:損傷・中毒・外因性

14:腎尿路生殖器系疾患

12:皮膚・皮下組織疾患

04:内分泌・栄養・代謝疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

06:神経系疾患

11:消化器系疾患

05:精神・行動障害

09:循環器系疾患

07:眼・付属器疾患

15:妊娠・分娩・産じょく

01:感染症・寄生虫症

17:先天奇形変形・染色体異常

88:ワープロ病名等

08:耳・乳様突起疾患

16:周産期発生病態

18:他に分類されないもの

03:血液・造血器・免疫障害

21:健康影響・保健サービス

自組合 全組合集計

キ⑥．疾病大分類別一人当たり医療費＿被扶養者・男女計

円 円
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31010168 - 防衛省共済組合

<令和5年度受診分>

加入者の一人当たりの医療費の傾向は次のとおりである。

⑦加入者（男性）：呼吸器系疾患が最も多く２３，０２６円、次いで重症急性呼吸器症候群、損傷・中毒・外因性である。いずれの項目においても、全組合集計を上回る。

⑧加入者（女性）：呼吸器系疾患が最も多く１５，９０４円、次いで新生物、重症急性呼吸器症候群である。呼吸器系疾患、重症急性呼吸器症候群は全組合集計を上回り、新生物は全組合集計を下回る。

⑨加入者（男女）：呼吸器系疾患が最も多く１８，６９８円、次いで重症急性呼吸器症候群、新生物である。呼吸器系疾患、重症急性呼吸器症候群は全組合集計を上回り、新生物は全組合集計を下回る。

キ．

STEP１-４ 一人当たり医療費（疾病大分類－３）

キ⑦．疾病大分類別一人当たり医療費＿加入者・男性

23026

17429

7972

6083

5792

5454

4737

4682

4666

4560

4301

3943

3654

3318

2967

2806

2499

2414

2048

1451

67

0

14521

10772

6206

4693

6095

8131

11114

4861

11075

8215

5347

5317

1671

3131

5906

1652

1605

985

3143

1337

268

1
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10:呼吸器系疾患

22:重症急性呼吸器症候群など

19:損傷・中毒・外因性

12:皮膚・皮下組織疾患

06:神経系疾患

04:内分泌・栄養・代謝疾患

02:新 生 物

05:精神・行動障害

09:循環器系疾患

11:消化器系疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

07:眼・付属器疾患

17:先天奇形変形・染色体異常

01:感染症・寄生虫症

14:腎尿路生殖器系疾患

88:ワープロ病名等

08:耳・乳様突起疾患

16:周産期発生病態

03:血液・造血器・免疫障害

18:他に分類されないもの

21:健康影響・保健サービス

15:妊娠・分娩・産じょく

自組合 全組合集計

円
15904

12590

12014

7870

5910

5446

5268

5217

5184

4900

4825

4441

4419

4186

2696

1956

1783

1743

1632

1505

1146

160

12754

18260

9471

10630

7958

7034

6750

5211

6387

4740

4645

5013

4944

5577

2563

1706

1572

1939

838

1049

1535

209
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10:呼吸器系疾患

02:新 生 物

22:重症急性呼吸器症候群など

14:腎尿路生殖器系疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

04:内分泌・栄養・代謝疾患

11:消化器系疾患

15:妊娠・分娩・産じょく

09:循環器系疾患

19:損傷・中毒・外因性

12:皮膚・皮下組織疾患

06:神経系疾患

05:精神・行動障害

07:眼・付属器疾患

01:感染症・寄生虫症

88:ワープロ病名等

08:耳・乳様突起疾患

18:他に分類されないもの

16:周産期発生病態

17:先天奇形変形・染色体異常

03:血液・造血器・免疫障害

21:健康影響・保健サービス

自組合 全組合集計

キ⑧．疾病大分類別一人当たり医療費＿加入者・女性

18698

14138

9510

6105

5947

5449

5319

5279

4990

4981

4971

4522

4091

3171

2940

2348

2289

2064

1939

1628

1500

124

13568

10070

14969

5415

8455

7539

4667

6756

7425

8546

5512

4906

5457

2812

2825

1335

1681

1587

906

1662

2275

236
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10:呼吸器系疾患

22:重症急性呼吸器症候群など

02:新 生 物

19:損傷・中毒・外因性

14:腎尿路生殖器系疾患

04:内分泌・栄養・代謝疾患

12:皮膚・皮下組織疾患

13:筋骨格系・結合組織疾患

11:消化器系疾患

09:循環器系疾患

06:神経系疾患

05:精神・行動障害

07:眼・付属器疾患

15:妊娠・分娩・産じょく

01:感染症・寄生虫症

17:先天奇形変形・染色体異常

88:ワープロ病名等

08:耳・乳様突起疾患

16:周産期発生病態

18:他に分類されないもの

03:血液・造血器・免疫障害

21:健康影響・保健サービス

自組合 全組合集計

キ⑨．疾病大分類別一人当たり医療費＿加入者・男女計

円 円
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31010168 - 防衛省共済組合

<令和5年度受診分>STEP１-４ 一人当たり医療費

生活習慣病に関わる疾病の一人当たりの医療費の傾向は次のとおりである。

①組合員 ：糖尿病が最も多く８，９２０円、次いで人工透析、高血圧症である。いずれの項目においても、全組合集計を上回る。

②被扶養者 ：糖尿病が最も多く１，５５０円、次いで高血圧症、人工透析である。いずれの項目においても、全組合集計を下回る。

③加入者（男女）：糖尿病が最も多く２，２０５円、次いで高血圧症、人工透析である。いずれの項目においても、全組合集計を下回る。

ク．

ク①．生活習慣病に関わる疾病の一人当たりの医療費_組合員

8920

5291

5157

3383

2432

1195

564

121

3

0

6791

3570

4173

3219

1162

1093

478

120

4

1

0 2000 4000 6000 8000 10000

糖尿病

人工透析

高血圧症

高脂血症

脳血管障害

虚血性心疾患

高尿酸血症

肝機能障害

高血圧性腎臓障害

動脈閉塞

自組合 全組合集計

円

1550

748

728

567

469

162

31

24

5

0

1924

1101

982

997

587

254

39

43

3

0

0 1000 2000 3000

糖尿病

高血圧症

人工透析

高脂血症

脳血管障害

虚血性心疾患

肝機能障害

高尿酸血症

高血圧性腎臓障

害

動脈閉塞

自組合 全組合集計

2205

1140

1133

817

644

254

72

39

5

0

4320

2614

2257

2091

870

668

257

79

3

1

0 2000 4000 6000

糖尿病

高血圧症

人工透析

高脂血症

脳血管障害

虚血性心疾患

高尿酸血症

肝機能障害

高血圧性腎臓障

害

動脈閉塞

自組合 全組合集計

円 円

ク②．生活習慣病に関わる疾病の一人当たりの医療費_被扶養者 ク③．生活習慣病に関わる疾病の一人当たりの医療費_加入
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31010168 - 防衛省共済組合

<令和4年度>STEP１-５ 健康分布図等

健康分布図の傾向は次のとおりである。

①男性：全組合集計と比べ、肥満の割合は同程度である。一方、肥満のうち、保健指導基準値以上と受診勧奨基準値以上の割合は、合わせて２．０ポイント低い。

②女性：全組合集計と比べ、肥満の割合は同程度である。一方、肥満のうち、保健指導基準値以上と受診勧奨基準値以上の割合は、合わせて２．０ポイント低い。

③男女：全組合集計と比べ、肥満の割合は同程度である。一方、肥満のうち、保健指導基準値以上と受診勧奨基準値以上の割合は、合わせて２．０ポイント低い。

ケ．

ケ．健康分布図＿男性

Ａ．非肥満 Ｂ．肥満

20.78%

16.41%

6.56%

7.59%

Ａ．非肥満 Ｂ．肥満

自組合

全組合

51.63% 48.37%

51.34% 48.66%

Ａ．非肥満 Ｂ．肥満
自組合 80.14% 19.87%

Ａ．非肥満 Ｂ．肥満
自組合 55.97% 44.04%

ケ．健康分布図＿女性 ケ．健康分布図＿男女計

50.95%

16.39%

5.29%

7.65%

Ａ．非肥満 Ｂ．肥満
全組合 80.28% 19.73%

30.78%

16.4%

6.14%

7.61%

Ａ．非肥満 Ｂ．肥満
全組合 60.93% 39.06%

53.19%

16.49%

4.83%

5.63%

24.65%

19.23%

6.27%

5.82%

19.53%

19.72%

6.53%

5.85%

①

①

②

②

③

③

7.7%

17.59%

9.81%

13.27%

7.49%

14.39%

9.83%

16.95%

6.14%

6.02%

3.07%

4.64%

5.47%

5.48%

3.07%

5.71%

7.46%

15.83%

8.79%

11.96%

6.82%

11.43%

7.59%

13.22%
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31010168 - 防衛省共済組合

<令和4年度>STEP１-５ 健康分布図等

コ・サ①．血圧値が保健指導基準値以上の者の割合＿加入者

10.9%

10.2%

6.2%

5.2%

6.2%

4.6%

2.6%

4.6%

22.8%

24.3%

21.3%

17.0%

15.9%

12.3%

8.8%

12.8%

24.8%
29.6%

30.6%
29.5%
29.9%

28.0%
25.9%

28.1%

41.6%
35.8%

42.0%
48.3%
48.1%

55.1%
62.6%

54.5%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ②．脂質値が保健指導基準値以上の者の割合＿加入者

10.9%

1.8%

4.8%

5.6%

6.7%

6.0%

5.1%

5.9%

23.8%

27.4%

30.5%

31.2%

29.5%

28.0%

25.8%

28.0%

25.7%

34.1%

30.6%

31.8%

32.1%

30.1%

29.1%

30.5%

39.6%
36.7%
34.1%
31.3%
31.7%

35.9%
40.0%

35.5%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ③．血糖値が保健指導基準値以上の者の割合＿加入者

7.9%

9.3%

7.3%

7.6%

5.8%

2.7%

1.2%

3.6%

15.8%

18.1%

14.0%

11.2%

10.3%

6.5%

4.1%

7.4%

21.8%

22.6%

29.6%

25.1%

25.7%

21.9%

18.8%

22.4%

54.5%
50.0%
49.2%

56.2%
58.2%

68.8%
75.9%

66.6%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

※ランク分け基準表とコメントは次ページに記載
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31010168 - 防衛省共済組合

<令和4年度>STEP１-５ 健康分布図等

加入者の血圧値等における保健指導基準値以上の割合の傾向は以下の

とおりである。

①血圧値：６５～６９歳が最も高く６４．１％であり、次いで７０～７４歳で

５８．５％である。

②脂質値：５５～５９歳が最も高く６８．６％であり、次いで５０～５４歳で

６８．３％である。

③血糖値：６０～６４歳が最も高く５０．９％であり、次いで６５～６９歳で

５０．０％である。

④肥満 ：５０～５４歳が最も高く４９．１％であり、次いで５５～５９歳で

４４．９％である。

⑤肝機能：５０～５４歳が最も高く４１．８％であり、次いで４０～４４歳で

３８．１％である。

コ

・

サ

コ・サ④．肥満が保健指導基準値以上の者の割合＿加入者

35.6%

38.9%

41.6%

44.9%

49.1%

43.8%

39.1%

44.1%

64.4%

61.1%

58.4%

55.1%

50.9%

56.2%

60.9%

55.9%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ⑤．肝機能が保健指導基準値以上の者の割合＿加入者

1.0%

8.8%

10.7%

11.3%

14.3%

12.9%

11.8%

12.9%

11.9%

22.1%

23.7%

25.8%

27.5%

24.7%

23.5%

25.2%

87.1%
69.0%

65.6%
62.9%

58.2%
62.4%

64.7%
61.9%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計
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31010168 - 防衛省共済組合

<令和4年度>STEP１-５ 健康分布図等

コ・サ⑥．血圧値が保健指導基準値以上の者の割合＿組合員

15.0%

10.1%

6.8%

5.6%

6.5%

4.8%

2.7%

4.8%

25.0%

23.3%

22.4%

17.9%

16.2%

12.8%

9.1%

13.2%

27.5%

32.3%

32.7%

31.5%

31.2%

29.7%

27.2%

29.6%

32.5%

34.4%

38.1%

45.0%

46.1%

52.8%

60.9%

52.4%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ⑦．脂質値が保健指導基準値以上の者の割合＿組合員

5.0%

0.5%

4.3%

5.2%

6.8%

6.4%

5.4%

6.1%

27.5%

28.6%

30.8%

31.0%

29.7%

29.0%

26.6%

28.7%

27.5%

34.9%

31.2%

32.3%

32.6%

30.6%

29.6%

31.0%

40.0%
36.0%
33.7%
31.5%
30.9%

34.1%
38.4%

34.2%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ⑧．血糖値が保健指導基準値以上の者の割合＿組合員

5.0%

10.1%

8.0%

8.4%

6.1%

2.9%

1.3%

3.8%

25.0%

19.0%

15.3%

12.2%

10.7%

7.0%

4.3%

7.8%

25.0%

23.8%

30.4%

26.2%

26.4%

23.0%

19.6%

23.3%

45.0%

47.1%

46.4%

53.2%

56.7%

67.2%

74.8%

65.1%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

※ランク分け基準表とコメントは次ページに記載
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31010168 - 防衛省共済組合

<令和4年度>STEP１-５ 健康分布図等

組合員の血圧値等における保健指導基準値以上の割合の傾向は以下のと

おりである。

⑥血圧値：７０～７４歳が最も高く６７．５％であり、次いで６５～６９歳で

６５．７％である。

⑦脂質値：５０～５４歳が最も高く６９．１％であり、次いで５５～５９歳で

６８．５％である。

⑧血糖値：７０～７４歳が最も高く５５．０％であり、次いで６０～６４歳で

５３．７％である。

⑨肥満 ：７０～７４歳が最も高く５２．５％であり、次いで５０～５４歳で

５１．２％である。

⑩肝機能：５０～５４歳が最も高く４３．７％であり、次いで４０～４４歳で

４０．４％である。

コ

・

サ

コ・サ⑨．肥満が保健指導基準値以上の者の割合＿組合員

52.5%

41.3%

44.7%

48.2%

51.2%

46.1%

40.9%

46.3%

47.5%

58.7%

55.3%

51.8%

48.8%

53.9%

59.1%

53.7%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ⑩．肝機能が保健指導基準値以上の者の割合＿組合員

2.5%

10.1%

11.7%

12.3%

15.1%

13.9%

12.5%

13.8%

17.5%

23.3%

25.2%

27.2%

28.6%

26.3%

24.8%

26.6%

80.0%

66.7%

63.1%

60.4%

56.3%

59.8%

62.7%

59.7%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計
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31010168 - 防衛省共済組合

<令和4年度>STEP１-５ 健康分布図等

コ・サ⑪．血圧値が保健指導基準値以上の者の割合＿被扶養者

8.2%

10.8%

2.1%

2.7%

2.7%

2.6%

1.3%

2.4%

21.3%

29.7%

13.3%

11.3%

10.9%

7.1%

4.4%

8.2%

23.0%

16.2%

16.0%

16.2%

12.8%

10.2%

8.6%

11.3%

47.5%

43.2%

68.6%

69.8%

73.6%

80.1%

85.7%

78.2%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ⑫．脂質値が保健指導基準値以上の者の割合＿被扶養者

14.8%

8.1%

8.0%

8.2%

5.2%

2.6%

1.7%

3.8%

21.3%

21.6%

28.7%

32.7%

26.7%

17.5%

14.7%

20.9%

24.6%

29.7%

26.1%

28.8%

25.3%

24.7%

22.1%

24.6%

39.3%

40.5%

37.2%

30.2%

42.7%

55.2%

61.4%

50.6%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ⑬．血糖値が保健指導基準値以上の者の割合＿被扶養者

9.8%

5.4%

2.7%

2.3%

1.6%

0.6%

0.5%

1.1%

9.8%

13.5%

4.8%

4.7%

4.4%

1.8%

1.6%

2.9%

19.7%

16.2%

23.9%

17.7%

15.4%

10.7%

7.3%

12.1%

60.7%

64.9%

68.6%

75.2%

78.6%

86.8%

90.6%

83.9%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

※ランク分け基準表とコメントは次ページに記載
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31010168 - 防衛省共済組合

<令和4年度>STEP１-５ 健康分布図等

組合員の血圧値等における保健指導基準値以上の割合の傾向は以下のと

おりである。

⑪血圧値：６５～６９が最も高く５６．７％であり、次いで７０～７４歳で

５２．５％である。

⑫脂質値：５５～５９歳が最も高く６９．７％であり、次いで６０～６４歳で

６２．８％である。

⑬血糖値：７０～７４歳が最も高く３９．３％であり、次いで６５～６９歳で

３５．１％である。

⑭肥満 ：６５～６９歳が最も高く２７．０％であり、次いで７０～７４歳で

２４．６％である。

⑮肝機能：５５～５９歳が最も高く２１．０％であり、次いで６５～６９歳で

１８．９％である。

コ

・

サ

コ・サ⑭．肥満が保健指導基準値以上の者の割合＿被扶養者

24.6%

27.0%

20.2%

23.2%

20.5%

18.9%

15.2%

18.9%

75.4%
73.0%

79.8%
76.8%

79.5%
81.1%

84.8%
81.1%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計

コ・サ⑮．肝機能が保健指導基準値以上の者の割合＿被扶養者

2.7%

4.3%

4.8%

4.1%

1.9%

2.7%

3.0%

8.2%

16.2%

13.3%

16.2%

12.6%

8.4%

6.4%

9.9%

91.8%

81.1%

82.4%

79.0%

83.3%

89.6%

90.8%

87.1%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

全年齢計
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<令和4年度>

人 ％

*3疾病治療の服薬あり *3疾病治療の服薬なし

人 ％ 人 ％

140≦SBPまたは90≦DBP SBP＜140かつDBP＜90

人 ％ 人 ％

*高血圧治療の服薬なし *高血圧治療の服薬あり 特定保健指導終了者 特定保健指導未実施者

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

*服薬あり／なしは、問診回答で判定

*3疾病治療の服薬ありは、糖尿病、高血圧症、脂質異常症いずれか１つ以上の治療薬の服薬ありを指す

人 ％

*3疾病治療の服薬あり *3疾病治療の服薬なし

人 ％ 人 ％

HbA1c 6.5% 以上 HbA1c 6.4% 以下

人 ％ 人 ％

*糖尿病治療の服薬なし *糖尿病治療の服薬あり 特定保健指導終了者 特定保健指導未実施者

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

HbA1c数値

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

*服薬あり／なしは、問診回答で判定

*3疾病治療の服薬ありは、糖尿病、高血圧症、脂質異常症いずれか１つ以上の治療薬の服薬ありを指す

12,166 86.01

109 0.90 12,057 99.10

HbA1c実施者数 14,145 実施率 13.33

1,979 13.99

11,663 96.73 HbA1c 合計

ＨbＡ1c数値　～5.5% 677 34.21 12 0.61 198 1.64

1,696 85.70 283 14.30 394 3.27

ＨbＡ1c数値　5.6%～5.9% 681 34.41 16 0.81 160

36 0.30 551

1.33 3,599
ＨbＡ1c数値　6.0%～6.4% 250

95 0.67

12.63 42 2.12

7,513 62.31 8,400 59.38

4.57 879 6.21

29.85 4,456 31.50

157 1.11

19 0.96 58 2.93 18 0.15

ＨbＡ1c数値　6.5%～6.8% 53 2.68 55 2.78 49 0.40
ＨbＡ1c数値　6.9%～7.3%

1.12

ＨbＡ1c数値 【再掲】　8.4%～ 3 0.15 38 1.92 25 0.21 66 0.47

ＨbＡ1c数値　7.4%～ 16 0.81 100 5.05 42 0.35 158

87,212 82.17

12,853 14.74 74,359 85.26

血圧測定実施者数 106,135 実施率 100.00

18,923 17.83

70,863 95.30 血圧 合計

血圧
SBP＜130　& DBP＜85mmHg 3,390 17.91 3,776 19.95 1,852

6,552 34.62 12,371 65.38 3,496 4.70

2.49 48,839 65.68 57,857 54.51

10.90 13,578 12.79

130≦SBP＜140 & 85≦DBP＜90 2,111 11.16 4,056 21.43 1,644 2.21 22,024
140≦SBP＜160 & 90≦DBP＜100 834 4.41 3,234 17.09 9,510

29.62 29,835 28.11

0.95

3,861 3.64
180≦SBP & 110≦DBP 23 0.12 314 1.66 667 0.76 1,004

160≦SPB＜180 & 100≦DBP＜110 194 1.03 991 5.24 2,676 3.07

STEP１-６ 生活習慣病リスクと医療機関の受診状況等

血圧について、３大疾病治療の服薬がない８７，２１２人のうち、１２，８５３人（１４．７４％）は受診勧奨基準値以上にもかかわらず血圧を下げる薬を服用していない。

ＨｂＡ１ｃについて、３大疾病治療の服薬がない１２，１６６人のうち、１０９人（０．９０％）は受診勧奨基準値以上にもかかわらず血圧を下げる薬を服用していない。
シ、ス、

セ

健診データで受診勧奨基準値以上の者１５，９１８人（自衛官組合員を含む。）のうち、９０８人（自衛官組合員を含まず。）は生活習慣病で医療機関を受診している。
シ、ス、

セ

円

シ．（生活習慣病・健診レベル判定と医療受診状況）
【リスクフローチャート】

ス．（脳卒中／心疾患）

セ．（糖尿病）

15,010
人

908人

0 10000 20000

受診勧奨基準値以

上

15,482人

15,010人

35,809人

32,289人

42,586人

3,265人

908人

1,211人

1,614人

12,850人

0 20000 40000 60000

服薬あり

受診勧奨基準値以上

保健指導基準値以上

基準範囲内

健
診

受
診

者
の

健
康

レ
ベ

ル
判

定
健

診
非

受
診

者

生活習慣病レセなし 生活習慣病レセあり

人

（在職）
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<令和5年度受診分>STEP１-７ 後発医薬品の使用状況

ほぼ全ての年齢階層で、全組合集計を上回る。

最も高いのは３０～３４歳の８９．７％であり、最も低いのは５～９歳の８２．０％である。
ソ．

82.3%

83.7%

84.0%

83.7%

83.9%

84.2%

85.1%

86.8%

87.7%

87.5%

86.2%

82.3%

80.9%

80.8%

84.9%

85.1%

87.9%

85.3%

85.2%

86.2%

86.3%

86.7%

87.7%

89.7%

87.9%

85.5%

84.2%

82.8%

82.0%

85.4%

76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92%

７０～７４歳

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

３５～３９歳

３０～３４歳

２５～２９歳

２０～２４歳

１５～１９歳

１０～１４歳

５～９歳

０～４歳

自組合 全組合集計

ソ．（後発医薬品の使用割合）

20/23



31010168 - 防衛省共済組合

特徴 対策検討時に留意すべき点

基
本
情
報

保
健
事
業
の
実
施
状
況

基本分析による現状把握から見える主な健康課題 対策の方向性

STEP２ 健康課題の抽出 「全健保組合共通様式」

組合員のうち男性が９割弱であり、自衛官組合員が全体の９割を
占める。組合員・男性は全体の88.1％を占め、大部分は20歳から
64歳である。
支部数は２４３支部で全国に所在している。

自衛隊の特殊性を考慮し、任務に影響が出ないよう工夫して、特定保健指導等の
生活習慣病予防対策に参加してもらうよう留意する。

法定事業である特定健診、特定保健指導の他、後発医薬品の差
額通知、人間ドック等助成、相談事業等幅広く保健事業を行ってい
る。

生活習慣病対策として特定健診及び特定保健指導を実施し、悪性新生物対策とし
て勤務場所への出張乳がん検診等を「実施しているが、引き続き疾病抑制に効果的
な施策を検討する。
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資格
対象
支部

性別 対象者 令和7年度 令和8年度 令和9年度 アウトプット アウトカム

9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 7 10 15
12,0 12,0 12,2 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

4
既
存

機関紙発行
【目的】情報発信、健康井意識の醸成
【概要】機関紙（組合の運営、収支、保健
事業、健康情報）の発行（４回/年）

組合員
被扶養者

全て 男女 0 ～ 74 全員 1
保健事業に興味を持ってもらうた
め、紙面を興味深い内容となるよ
う工夫する。

保健事業に興味を持っても
らうため、紙面を興味深い内
容となるよう工夫する。

保健事業に興味を持っても
らうため、紙面を興味深い内
容となるよう工夫する。

職場配布（対象者の
100％）

保健事業の利用促進

4
既
存

後発医薬品の差額通知

【目的】後発医薬品の使用促進、調剤医療
費の削減
【概要】100円以上の削減効果が期待でき
る先発医薬品利用者に対し、差額通知を
送付。

組合員
任継組合

員
被扶養者

全て 男女
基準対
象者

1 差額通知を１月に配布予定
差額通知を１月に配布予
定

差額を通知（実施時期、
通知方法未定）

差額通知の配布
後発医薬品への切り替え促
進（切替率30％以上）

後発医薬品の利用率の向
上
薬剤費の軽減

17,3 20,1 21,0 21,4 25,2 27,0 27,0 27,0

1

既
存

(

法
定

)

特定健康診査（組合
員）

【目的】特定保健指導対象者の抽出、加入
者の健康維持
【概要】事業主が行う定期健診と併せて共
同実施。メタボリックシンドロームに注目した
健康状況の把握及びリスクがある者の選別。

組合員 全て 男女 40 ～ 74 全員 2
勤務場所における特定健診の実
施。共済組合支部⾧会議等にお
ける制度の説明。

勤務場所における特定健診
の実施。共済組合支部⾧
会議等における制度の説
明。

勤務場所における特定健診
の実施。共済組合支部⾧
会議等における制度の説
明。

健診実施の促進（実施率
100％）

受診すあの健康維持

1

既
存

(

法
定

)

特定健康診査（任継
組合員・被扶養者）

【目的】特定保健指導対象者の抽出、加入
者の健康維持
【概要】メタボリックシンドロームに注目した健
康状況の把握及びリスクがある者の選別。
婦人科検診との同時実施や、居住地域で
の巡回型の健診を導入。

任継組合
員被扶養

者

全て 男女 40 ～ 74 全員 1

一部離島を含む巡回型健診の
実施。
ホテル健診の実施場所の拡大。
パート先健診結果の積極的な活
用。

一部離島を含む巡回型健
診の実施。
ホテル健診の実施場所の拡
大。
パート先健診結果の積極的
な活用。

一部離島を含む巡回型健
診の実施。
ホテル健診の実施場所の拡
大。
パート先健診結果の積極的
な活用。

婦人科検診の同時実施
巡回健診の実施
健診実施の促進
（実施率71％以上）

受診者の健康維持

1
既
存

巡回健診（特定健
診）の受診勧奨通知

【目的】特定健診の受診促進
【概要】被扶養者の特定健診受診対象者
の自宅に受診勧奨のダイレクトメールうを送
付（２回/年）

被扶養者 全て 男女 40 ～ 74 全員 1

受診勧奨の効果を最大限にする
ため、被扶養者の自宅に直送す
る。
ホテル健診についても併せて周知
する。

受診勧奨の効果を最大限に
するため、被扶養者の自宅
に直送する。
ホテル健診についても併せて
周知する。

受診勧奨の効果を最大限に
するため、被扶養者の自宅
に直送する。
ホテル健診についても併せて
周知する。

自テク直送の実施
（対象者の100％）

実施率の向上

個別の事業

加入者への意識づけ

保
健
指
導
宣
伝

特
定
健
康
診
査
事
業

職場環境の整備

年齢

目標
予算
科目

支部 事業の目的および概要
注２)
実施
主体

対象者 実施計画注１)
事業
分類

STEP３ 保健事業の実施計画 「全健保組合共通様式」

入力
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資格
対象
支部

性別 対象者 令和7年度 令和8年度 令和9年度 アウトプット アウトカム年齢

目標
予算
科目

支部 事業の目的および概要
注２)
実施
主体

対象者 実施計画注１)
事業
分類

STEP３ 保健事業の実施計画 「全健保組合共通様式」

特
定
保
健
指
導
事
業

3

既
存

(

法
定

)

特定保健指導

【目的】生活習慣病リスク保有者の生活習
慣、健康状態の改善
【概要】メタボリックシンドロームの減少を目的
に保健指導を実施

組合員
任継組合

員
被扶養者

全て 男女 40 ～ 74
基準対
象者

1

勤務場所における特定保健指導
の実施。
ICTを用いた特定保健指導の実
施。
共済組合支部⾧会議等における
制度の説明。
パート先健診結果の積極的な活
用。

勤務場所における特定保健
指導の実施。
ICTを用いた特定保健指導
の実施。
共済組合支部⾧会議等に
おける制度の説明。
パート先健診結果の積極的
な活用。

勤務場所における特定保健
指導の実施。
ICTを用いた特定保健指導
の実施。
共済組合支部⾧会議等に
おける制度の説明。
パート先健診結果の積極的
な活用。

実施の促進
（実施率45％以上）

実施者の健康改善

1
既
存

人間ドック、脳ドック、肺
ドック、PET

【目的】健康状態の確認、疾病の早期発
見・早期治療
【概要】費用の一部助成

組合員
任継組合

員
被扶養者

全て 男女 20 ～ 74 全員 1 継続実施 継続実施 継続実施
受診の促進
（年間5,800件以上）

高額な医療費請求の減少

1
既
存

婦人科検診
【目的】婦人科疾患の早期発見・早期治療
【概要】費用の一部補助

組合員
任継組合

員
被扶養者

全て 女性 16 ～ 74 全員 1 勤務場所への出張乳がん検診
勤務場所への出張乳がん検
診

勤務場所への出張乳がん検
診

受診の促進
（年間7,600件以上 がん患者の減少

1
既
存

生活習慣病健診
【目的】疾病の早期発見・早期治療
【概要】費用の一部補助

被扶養者 全て 男女 35 ～ 74 全員 1 継続実施 継続実施 継続実施
受診の促進
（年間2,700件以上）

特定健診の実施率向上

5
既
存

相談事業

【目的】悩みの解決、精神疾患の防止
【概要】専門業者に部外委託することにより、
２４時間体制で心の悩み、健康に関する
相談を受付

組合員
任継組合

員
被扶養者

全て 男女 0 ～ 74 全員 1 継続実施 継続実施 継続実施 広報の強化 精神疾患者の減少

7
既
存

アウトソーシングによるス
ポーツジムの利用助成

【目的】組合員等の健康増進やリフレッシュ
【概要】費用の一部補助

組合員
任継組合

員
被扶養者

全て 男女 0 ～ 74 全員 1 継続実施 継続実施 継続実施
利用の促進
（年間64,000件以）

運動習慣の定着

7
既
存

狛江スポーツセンターの
運営

【目的】組合員等の健康増進やリフレッシュ
【概要】ゴルフ、テニス、野球施設の提供

組合員
任継組合

員
被扶養者

全て 男女 0 ～ 74 全員 1 継続実施 継続実施 継続実施

利用促進
（ゴルフ　年間1,100人以上
テニス　年間7,500人以上
野球　1,900人以上）

運動習慣の定着

　注１）　１．健康診査 　　２．健康診査後の通知　　３．保健指導　　４．健康教育　　５．健康相談　　６．訪問指導　　７．その他
　注２）　１．共済組合　　２．支部が主体で保健事業の一部としても活用　　３．共済組合と支部との共同事業

疾
病
予
防

体
育
奨
励
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